
大和市告示第４８号 

大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年３月２９日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱（平成１９年大和市告示第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第２条―第４条関係） 

 補助金基準表 

区分 対象施設 対象経費 補助基準額 備考 

保育士

宿舎借

り上げ

支援事

業費 

民間保育

所、認定

こども園

及び家庭

的保育事

業等 

平成２９年度保育対策総合支援

事業費補助金の国庫補助につい

て（平成２９年８月３日付け厚

生労働省発子０８０３第２号厚

生労働事務次官通知）別紙平成

２９年度保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱（以下「国保

育対策要綱」という。）３(5)に

掲げる保育士宿舎借り上げ支援

事業を実施するために必要な経

費（国保育対策要綱別表に規定

する対象経費に限る。） 

国保育対策要綱別表に規定す

る基準額（１施設当たり月額

２４６，０００円を上限とす

る。） 

補助基

準額の

算定は、

当該年

度の運

営状況

に基づ

いて行

うもの

とす

る。 

保育所

等にお

ける業

務集約

化推進

事業費 

民間保育

所及び認

定こども

園（幼保

連携型認

定こども

園に限

る。） 

国保育対策要綱３(11)に掲げる

保育所等における業務集約化推

進事業を実施するために必要な

経費（国保育対策要綱別表に規

定する対象経費に限る。） 

国保育対策要綱別表に規定す

る基準額 

特別経

常費 

民間保育

所 

民間保育所特別経常費補助金交

付要綱の一部改正について（平

成２８年１月１８日付け次育第

６８８号神奈川県知事通知）別

添民間保育所特別経常費補助金

交付要綱（以下「経常要綱」と

いう。）第２条の表に掲げる特 

経常要綱第３条第１項に規定

する基準額 



  別経常費   

低年齢

児受入

対策緊

急支援

事業費 

民間保育

所及び認

定こども

園 

保育緊急対策事業費補助金交付

要綱等の一部改正について（平

成２９年３月２９日付け次育第

１０２６号神奈川県知事通知。

以下「県通知」という。）別添 

保育緊急対策事業費補助金交付

要綱（以下「緊急要綱」という。）

第２条第１項第１号に掲げる低

年齢児受入対策緊急支援事業を

実施するために必要な経費（県

通知別添低年齢児受入対策緊急

支援事業実施要領に規定する補

助対象経費に限る。） 

県通知別添低年齢児受入対策

緊急支援事業実施要領に規定

する補助基準額 

民間保

育所健

康管理

体制強

化事業

費 

民間保育

所及び認

定こども

園（幼保

連携型認

定こども

園に限

る。） 

緊急要綱第２条第１項第２号に

掲げる民間保育所健康管理体制

強化事業を実施するために必要

な経費（県通知別添民間保育所

健康管理体制強化事業実施要領

に規定する補助対象経費に限る。）

県通知別添民間保育所健康管

理体制強化事業実施要領に規

定する補助基準額 

要保護

児童保

育所受

入促進

事業費 

緊急要綱第２条第１項第３号に

掲げる要保護児童保育所受入促

進事業を実施するために必要な

経費（県通知別添要保護児童保

育所受入促進事業実施要領に規

定する補助対象経費に限る。） 

県通知別添要保護児童保育所

受入促進事業実施要領に規定

する補助基準額 

地域型 民間保育 緊急要綱第２条第１項第４号に 県通知別添地域型保育事業連 

 



保育事

業連携

対策緊

急支援

事業費 

所、認定

こども園

及び幼稚

園 

掲げる地域型保育事業連携対策

緊急支援事業を実施するために

必要な経費（県通知別添地域型

保育事業連携対策緊急支援事業

実施要領に規定する補助対象経

費に限る。） 

携対策緊急支援事業実施要領

に規定する補助基準額 

 

保育エ

キスパ

ート等

研修代

替保育

士雇用

費 

民間保育

所、認定

こども園

（幼保連

携型認定

こども園

に限る。）

及び家庭

的保育事

業等 

保育エキスパート等研修代替保

育士雇用費補助金交付要綱の制

定について（平成２９年７月

２０日付け次育第２８８号神

奈川県知事通知）別添保育エキ

スパート等研修代替保育士雇用

費補助金交付要綱（以下「保育

エキスパート要綱」という。）

第４条第１号に規定する補助対

象経費 

保育エキスパート要綱第４条

第２号に規定する補助基準額 

延長保

育事業

費 

民間保育

所、認定

こども園

及び家庭

的保育事

業等 

神奈川県子ども・子育て支援交

付金交付要綱（平成２８年１０

月２５日施行。以下「支援要綱」

という。）第２条第２号に掲げ

る延長保育事業を実施するため

に必要な経費（支援要綱別表に

規定する対象経費に限る。） 

支援要綱別表に基づき算定さ

れる基準額（生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）の

規定による保護を受けている

者の属する世帯（単給世帯を

含む。以下同じ。）又は中国

残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）の規定に

よる支援給付を受けている者

の属する世帯（以下「生活保 

 



   護等世帯」という。）にあっ

ては、当該生活保護等世帯に

属する児童が利用した延長保

育事業に係る利用者負担額の

うち事業者が減免した額を加

算した額） 

 

実費徴

収に係

る補足

給付を

行う事

業費 

民間保育

所等 

支援要綱第２条第３号に掲げる

実費徴収に係る補足給付を行う

事業を実施するために必要な経

費（支援要綱別表に規定する対

象経費に限る。） 

支援要綱別表に基づき算定さ

れる基準額 

一時預

かり事

業費 

支援要綱第２条第１１号に掲げ

る一時預かり事業を実施するた

めに必要な経費（支援要綱別表

に規定する対象経費に限る。） 

支援要綱別表に基づき算定さ

れる基準額（生活保護等世帯

にあっては、当該生活保護等

世帯に属する児童が利用した

一時預かり事業に係る利用者

負担額のうち事業者が減免し

た額を加算した額） 

保育補

助者雇

上強化

事業費 

民間保育

所、認定

こども園

（幼保連

携型認定

こども園

に限る。）

及び家庭

的保育事

業等（小

規模保育 

神奈川県保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱（平成２８年

２月２５日施行。以下「県保育

対策要綱」という。）第２条第

２号に掲げる保育補助者雇上強

化事業を実施するために必要な

経費（県保育対策要綱別表に規

定する対象経費に限る。） 

県保育対策要綱別表に規定す

る基準額 

 



 事業及び

事業所内

保育事業

に限

る。） 

   

保育体

制強化

事業費 

保育所 県保育対策要綱第２条第３号に

掲げる保育体制強化事業を実施

するために必要な経費（県保育

対策要綱別表に規定する対象経

費に限る。） 

休日保

育事業

費 

民間保育

所及び認

定こども 

園 

日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日において実

施する保育（以下「休日保育」

という。）のために、特定教育・

保育等に要する費用の額の算定

に関する基準等の改正に伴う実

施上の留意事項について（平成

２８年８月２３日付け府子本第

５７１号内閣府子ども・子育て

本部統括官・２８文科発第７２７

号文部科学省初等中等教育局長・

雇児発０８２３第１号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知）

で定める基本分単価において充

足すべき必要保育士数（国家戦

略特別区域法（平成２５年法律

第１０７号）第１２条の４第

６項の規定により神奈川県知事 

６３，１００円に各月の初日

に在籍する保育士等（休日保

育を利用する児童（障がい児

等の保育上特段の配慮又は支

援が必要と市長が認める児童

（以下「要配慮児童」という。）

に限る。）の保育を実施する

ために雇用したと市長が認め

る者に限る。）の数（保育の

実施単位ごとに３人につき保

育士等１人の割合（市長が別

に定める割合によることを認

めた場合は、その割合）で算定

した数（１未満の端数があると

きは、これを切り上げる。））

を乗じて得た額に７４，２００

円を加算した額 

 



  が行う国家戦略特別区域限定保

育士試験に合格した国家戦略特

別区域限定保育士（以下「区域

限定保育士」という。）の数を

含む。以下同じ。）又は必要保

育教諭等の数（以下「国基準保

育士等数」という。）を超えて

保育士、区域限定保育士又は保

育教諭等（以下「保育士等」と

いう。）を雇用した場合におけ

る当該超えた数の保育士等の雇

用その他休日保育を実施するた

めに必要な経費 

  

保育士

加配事

業費 

民間保育

所、認定

こども園

及び家庭

的保育事

業等 

国基準保育士等数を超える数の

保育士等を雇用するために必要

な経費 

次に掲げる経費の合計額（１施

設当たり年額２７６，０００円

を上限とする。） 

(1) 人材派遣会社、人材紹介

会社等に支払う紹介手数料 

(2) 保育士等の募集に係る広

告に要した経費 

(3) 新規に雇用した保育士等

の経済的支援のために、対

象施設が当該保育士等に支

払った額（１人当たり年額

１００，０００円を上限と

する。） 

(4) 前３号に掲げるもののほ

か、保育士等を確保するた

めに市長が必要であると認

めた経費 

 



 民間保育

所及び認

定こども

園 

国基準保育士等数を超えて、保

育士等を雇用した場合における

当該超えた数の保育士等の雇用

に係る経費 

２７６,０００円（各月の初日

に在籍する児童の数が児童福

祉法第３５条第４項の規定に

基づき認可された定員（以下 

「認可定員」という。）に満

たず、各月の初日に在籍する

保育士等の数が保育上必要と

する保育士等の数を満たして

いるにもかかわらず、子ども・

子育て支援法第４２条第１項

に規定する利用の要請に応じ

ない場合は９２,０００円）に

各月の初日に在籍する次に掲

げる保育士等の数の合計を乗

じて得た額 

(1) １歳児（要配慮児童を

除く。）４人につき保育

士等１人の割合（市長が

別に定める割合によるこ

とを認めた場合は、その

割合）で算定した保育士

等の数（１未満の端数が

あるときは、これを切り

上げる。）から国基準保

育士等数を差し引いた数 

(2) ３歳児（要配慮児童

を除く。）１６人につき保

育士等１人の割合（市長が

別に定める割合によること

を認めた場合は、その割

合）で算定した保育士等 

補助金

額の算

定は、

各月の

初日に

おける

運営状

況に基

づいて

行うも

のとす

る。 



   の数（１未満の端数があ

るときは、これを切り上

げる。）から国基準保育

士等数を差し引いた数 

(3) 要配慮児童の保育を実

施するために雇用したと

市長が認める保育士等の

数（保育の実施単位ごと

に３人につき保育士等１

人の割合（市長が別に定

める割合によることを認

めた場合は、その割合）

で算定した数（１未満の

端数があるときは、これ

を切り上げる。） 

(4) 保育士等の勤務環境を

改善するために雇用した

と市長が認める保育士等

の数（各月の初日に在籍

する保育士等の数から国

基準保育士等数及び第１

号から第３号までの規定

により算定した数を差し

引いた数であって、利用

定員が９０人以下の場合

は１、９０人を超える場

合は２を上限とする。） 

(5) 地域の子育て支援を

行うために雇用したと市長

が認める保育士等の数（各

月の初日に在籍する保育士

 



   等の数から国基準保育士等数

及び第１号から第４号までの

規定により算定した数を差し

引いた数であって、１を上限

とする。） 

 

特定年

齢児受

入促進

事業費 

０歳児から３歳児までの受入促

進を図るための保育士等の雇用

に係る経費 

認可定員を超えて受け入れた

各月の初日に在籍する次の各

号に掲げる児童の数に当該各

号に定める額を乗じて得た額

の合計額 

(1) ０歳児 ７,６００円 

(2) １歳児 ３４,５００円 

(3) ２歳児 ７,６００円 

(4) ３歳児 ８,６００円 

利用定

員拡大

促進事

業費 

利用定員の拡大を図るための保

育士等の雇用に係る経費 

平成２９年４月１日における

認可定員（以下「基準認可定

員」という。）を超えて利用

定員を拡大した次に掲げる区

分の児童の数（各月の初日に

在籍する当該児童の数が拡大

した利用定員に満たない場合

は、各月の初日に在籍する当

該児童の数から基準認可定員

を差し引いた数）に、それぞ

れ当該各号に定める額を乗じ

て得た額の合計額 

(1) ０歳児 ７,６００円

(2) １歳児 ３４,５００円 

(3) ２歳児 ７,６００円 

(4) ３歳児 ８,６００円 

 



支援保

育事業

費 

 集団保育が可能で日々通所でき

るものの保育上特別な支援が必

要とされる児童の保育に要する

経費 

特別な支援が必要と市長が認め

る３歳児から５歳児までの数か

ら要配慮児童の数を差し引いた

数に９２，０００円を乗じた額 

 

備考 

１ この表における保育士等の数の算定については、次に掲げる規定を準用する。 

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年神奈川県条例第５

号）附則第１１項及び第１４項から第１７項まで 

(2) 認定こども園の要件を定める条例（平成１８年神奈川県条例第６５号）附則第２項から

第６項まで 

(3) 幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年神奈川県条例第５２号）附則第８項から第１１項まで 

(4) 大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則（平成２６年大和市

規則第５４号）第２６条第３項、第２８条第３項、第４１条第３項及び第４４条第３項並

びに附則第５項から第８項まで 

２ この表において、児童の年齢は、当該年度の初日の前日における満年齢で区分すること

とし、当該年度内は同一区分の児童とみなす。 



附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 


